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事業認定等に関する適期申請等について

標記については、平成１５年３月２８日付け国総国調第１９１号、国都公緑第

２３５号、国河総第１８６７号、国道国第３４５号、国港管第１１７７号、国空

管第３２０号国土交通省総合政策局長、都市・地域整備局長、河川局長、道路局

長、港湾局長及び航空局長通達（以下「連名局長通達」という ）により定めら。

れたところであるが、連名局長通達の運用については下記により取り扱うことと

したので通知する。

、 、 、なお 平成元年７月１４日付け建設省経整発第５４号 建設省河治発第４６号

建設省河都発第３１号、建設省河開発第９０号、建設省河海発第３０号、建設省

河防発第７８号、建設省河砂発４９号、建設省河傾発第４５号、建設省道一発第

３１号建設省建設経済局調整課長、建設省河川局治水課長、建設省河川局都市河

、 、 、 、川室長 建設省河川局開発課長 建設省河川局海岸課長 建設省河川局防災課長

建設省河川局砂防部砂防課長、建設省河川局砂防部傾斜地保全課長、建設省道路

局国道第一課長通達は、本通達の発出日をもって廃止する。

記

１ 連名局長通達記１中「収用手続に移行」とあるのは、速やかに事業認定申請

準備に着手し、着手後１年以内を目途に申請を行うことをいうものとする。

２ 連名局長通達記中の「大規模な事業又は特別な事情がある事業」とは、次に

定める事業をいうものとするが、同通達の趣旨に鑑み、例外的取扱いは極力さ

けるものとし、やむを得ず例外的取扱いを行う場合にあっては、具体の事業ご

とに関係部局相互間で十分調整を行ったうえで判断すること。

なお、連名局長通達記３にあるとおり 「大規模な事業又は特別な事情があ、

る事業」についても、事業の進行管理の適正化を図る観点からの情報の公表に

ついては、その対象となることに留意すること。

（１）大規模な事業

一 ダム建設事業

二 空港整備事業

三 放水路事業、バイパス道路事業等で土地所有者・関係人数がおおむ

ね２００以上の事業



（２）特別な事情がある事業

一 収用手続の実施により、地元の協力関係が失われることが確実に見

込まれる事業

二 用地幅杭の打設から３年を経た時点において、用地取得率が著しく

低く、職員の処理能力等から収用手続を実施することが困難である

事業

三 用地幅杭打設後おおむね１年以内に用地業務が完了することが見込

まれる小規模な事業

３ 連名局長通達記１中の「計画担当、事業実施担当及び用地担当の各部局相互

間」の連絡調整は、計画事業の土地収用法との関係、事業認定の申請に関する

事務の分担等について、例えば、各部局間の連絡・調整機関を設置する等の方

法により効果的に実施すること。

４ 連名局長通達記３の「情報の公表等」については、計画担当、事業実施担当

及び用地担当の各部局相互間の適切な事務の分担のもと、別記要領に従い実施

すること。

５ 連名局長通達における外部委託の活用に関しては、事業認定の申請書及び添

付図書の作成等で外部委託が可能なものについては、積極的に補償コンサルタ

ント等への委託を進め、事務の合理化を図ること。


